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監 査 結 果 報 告 書 

 

 宝 監 第 ７ 号 

令和４年(2022 年)４月２０日 

 

 宝塚市長  山 﨑 晴 恵 様 

 

宝塚市監査委員 徳 田 逸 男 

同    小 川 克 弘 

同    梶 川 みさお 

 

 

 令和３年度定期監査（消防本部）の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき行いました標記の監査結果を、同条第９項

の規定に基づき、次のとおり報告します。 
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第１ 監査等の種類 

定期監査（財務監査） 

 

第２ 監査等の対象 

原則として、令和３年４月から令和３年１２月までの消防本部における財務に関

する事務の執行及び財産管理 

 

第３ 監査等の概要 

宝塚市監査基準に基づき、事務文書一覧表、事務分掌等一覧表、委託契約及び賃

貸借契約締結状況一覧表等のあらかじめ提出された各課所管の伝票・書類等につい

て、監査の対象に係る行政リスクを考慮しながら、抽出により監査を実施しました。 

なお、監査は広く行政監査的な視点にも留意して、実施しました。  

 

第４ 監査等の日程 

事務局監査  令和４年 １月１８日から令和４年 ３月２５日まで  

本 監 査  令和４年 ３月２４日、２５日 

 

第５ 監査等の結果 

今回の監査の結果、財務に関する事務の執行及び財産管理については、おおむね  

良好であると認められました。 

なお、第６で述べる指摘・意見については、速やかに適切な措置を講じてくださ

い。 
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第６ 指摘・意見 

【意見】 

《総務課》 

１ 消防力の整備指針による基準と本市の現有消防力との比較について  

 消防力の整備指針（平成１２年１月２０日消防庁告示第１号）（以下「整備指針」と

いう。）とは、市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧、救急業務、人命救助、災害応急対

策その他の消防に関する事務を確実に遂行し、当該市町村区域における消防の責任を十

分に果たすために必要な施設及び人員について定めるものです。また、市町村は、整備

指針に定める施設及び人員を目標として、必要な施設及び人員を整備するものとされて

います。 

整備指針による基準と本市の現有消防力との比較について確認したところ、人員数に

ついては、次表のとおり、整備指針に基づく算定数と実際の運用に基づく算定数で算出

しており、充足率に差が生じていました。 

 

 

 

 

 

 

 

このことについては、「今後本市を取り巻く環境は急激に変化していくことが予想さ

れ、整備指針に基づく算定数だけでなく、本市の実態に基づく施設数及び人員数を算定

し、今後の消防体制を検討する必要がある。そのため、現時点においては整備指針に基

づく算定数と実際の運用に基づく算定数はどちらも必要であると考えている。」旨の説

明を受けました。 

しかしながら、整備指針に基づく算定数と実際の運用に基づく算定数の２つの指標が

あり、将来的な目標が不明確なまま、消防力の整備を進めるのは難しいのではないかと

考えます。今後、消防力の整備について本市のあるべき姿を定め、それを目指して整備

を進めていくよう検討してください。 

将来計画に基 

２ 消防団について 

消防団は消防組織法に基づき、各市町村に設置されている非常備の消防機関であり、

算定基礎 算定数 充足率 算定基礎 算定数 充足率

消防ポンプ自動車 12台×4人×2交替×1.526 146人  8台×4人×2交替×1.526

はしご付消防ポンプ自動車  1台×4人×2交替×1.526 12人 乗換

化学消防ポンプ自動車  0台×4人×2交替×1.526 0人 乗換

救急自動車 52人
 5台×3人×2交替×1.526

※専従５台
45人 116%

 5台×3人×2交替×1.526

※専従5台
45人 116%

救助工作車 26人  2台×5人×2交替×1.526 30人 87%  2台×5人×2交替×1.526 30人 87%

指揮車 10人  3台×3人×2交替×1.526 27人 37%  3台×3人×2交替×1.526 27人 37%

特殊車 － 兼務運用 － － 兼務運用 － －

合計 187人 260人 72% 199人 94%

※充足率＝現有数／算定数×100

97人 102%

整備指針 実際の運用
区分 現有数

63%99人
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その構成員である消防団員は、他に本業を持ちながら権限と責任を有する非常勤特別職

の地方公務員として、消防防災活動を行っています。また、本市の消防団は、１消防団

本部、10 消防分団及び機能別消防分団で組織し、消防分団は西谷地区にのみ配置されて

います。 

宝塚市消防団条例において、消防団員については、本市に在住し、又は在勤する 18

歳以上の者と定められています。この例外として、宝塚市消防団員の任命に関する要綱

において、消防団活動に支障が無く、かつ近隣に居住する者が認められています。この

近隣とは、消防団本部の位置（伊孑志３丁目）から半径 20 キロメートル以内の地域と

定められていますが、災害発生時に参集するのは、所属する消防分団のある西谷地区で

あり、実態に即していないと考えます。 

また、消防分団を構成する基本団員（令和３年４月１日現在 180 人）における、令和

２年度から令和３年度（令和４年２月末現在）までの期間の出動・活動状況を確認した

ところ、災害に係る出動が１回もない者が 38 人、災害に係る出動及び訓練等の活動が

１回もない者が４人（既に退団済の者も含む）いました。訓練だけでなく、実際の災害

発生時に参集可能な体制を整える必要があると考えます。  

なお、所管課では、西谷地区の人口減少により、新たな消防団員の確保に苦慮してい

る現状を踏まえ、消防分団の統合及び消防団員数の適正化を基本方針とした消防団の再

編を検討しています。令和４年度に地元関係者への説明及び協議を行い、令和５年度か

ら令和１４年度までの 10 年間を計画期間とし、令和１５年４月以降における消防団の

あるべき組織体制について定めた再編計画を作成する予定としています。  

今後予定されている消防団の再編に当たっては、前述の視点も考慮するよう検討して

ください。 

 

《予防課・西消防署・東消防署共通》 

１ 査察について 

消防本部、各消防署及び出張所では、宝塚市査察規程に基づき防火対象物及び危険物

施設に対し査察を行っています。 

査察の結果、指摘事項が確認された場合には、関係者等に口頭により指導するととも

に査察結果通知書を交付し、追跡調査を実施することで継続した違反是正指導を行いま

す。それでもなお改善されない場合には、速やかな改修指示と具体的な改修・改善計画

書の報告を求めるため指示書を交付します。指示書の交付期限については、指摘事項の

項目ごとに指示書交付の判断基準（以下「交付基準」という。）を定めており、例えば、
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「防火管理者の資格なし」が交付期限３箇月であるのに対して、「防火管理者の未届（資

格あり）」では６箇月、「消防用設備等の点検未実施」が交付期限３箇月であるのに対し

て、「消防用設備等の点検結果未報告」では６箇月とするなど、期限に長短が生じてい

ます。しかしながら、いずれも法令違反の状態であることを踏まえると、早期改修が可

能な項目について、必要以上に交付期限を長く設定していることは不合理ではないかと

考えます。指示書の交付期限について見直しを検討してください。  

次に、令和２年度に実施した査察の違反是正状況についてですが、実施件数 979 件、

指導件数 563 件に対し令和４年１月末時点における是正完了件数は 453 件、是正完了率

は 80.5％となっています。しかしながら、是正完了した対象物を含め、指示書交付によ

り改善を求めたのはわずか 18 件でした。 

交付基準を見ると「消防訓練の未実施」や「防炎物品の未使用」等、単独の法令違反

では指示書を交付しない項目もありますが、交付すべき項目で期限が到来しているにも

かかわらず指示書を交付せず追跡調査により是正指導を行っているものがあります。こ

のことについて所管課に確認したところ、「指摘事項の項目に該当したとしても、違反

の程度や状態は多様であり、実際のリスク等も考慮して指示書を交付するかどうか判断

している。」旨の説明を受けました。また、指示書交付の判断フローチャートでも「過

去の指導状況も考慮し指示書を交付すること。」としており、交付基準に該当したとし

ても直ちに交付するのではなく総合的な判断に基づいて指示書の運用がなされている

状況です。追跡調査管理表を確認すると、指示書の交付期限を経過しても長期間にわた

って何度も電話連絡により指導を行っている事例が見受けられますが、繰返し指導を行

っても改善されないものについては、火災予防上のリスクを早期に除去するためにも交

付基準どおりに交付すべきではないかと考えます。市民の生命、身体及び財産を火災か

ら未然に保護するためには、査察結果として違反対象物が是正完了されることが必要で

す。査察を効率的・効果的に実施するための手段として指示書の交付に至る事務手続の

省力化を図りつつ指示書の積極的な活用について検討してください。  

 

《予防課》 

１ 住宅用火災警報器について 

 住宅用火災警報器（以下「火災警報器」という。）については、宝塚市火災予防条例

において、平成２３年６月１日から全ての住宅に設置することが義務付けられています。 

令和３年度に実施した火災警報器の設置率等に関する調査結果は、次表のとおりです。 
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（単位：％）

年度 宝塚市 兵庫県 全国

令和３年度 89.3 87.4 83.1

令和２年度 98.2 85.5 82.6

令和３年度 72.6 66.0 68.0

令和２年度 78.5 65.7 68.3

設置率：火災警報器の設置が必要な住宅の部分のうち、１箇所以上設置されている世帯の割合

条例適合率：火災警報器の設置が必要な住宅の部分の全てに設置されている世帯の割合

※標本調査のため一定の誤差を含んでいます。

設置率

条例適合率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市における設置率等は、全国平均と比較して高い水準にありますが、所管課が毎年

実施している調査は、市立幼稚園の幼年消防クラブの保護者 250 世帯を対象としたもの

であるため、特定の世帯構成や年齢等に偏りが生じているのではないかと考えます。本

市における火災警報器の設置率等の実態や課題をより正確に把握するためには、調査対

象を無作為に抽出する等、偏りが生じないようにすることが必要であると考えます。  

 また、火災警報器が設置義務化されてから 10 年が経過しており、火災警報器は設置

から年数が経過すると電池切れや電子部品の劣化等により火災を感知しなくなること

があるため、機器の点検交換等適切な維持管理が重要と言われています。なお、火災警

報器の交換目安は本体内部の機器の劣化や電池の寿命等を踏まえ、約 10 年とされてい

ます。 

失火を原因とした住宅火災における火災警報器の設置効果について、総務省消防庁の

ホームページでは、「火災警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べ、

死者数と焼損床面積は半減、損害額は約 4 割減。」との分析結果が公表されています。

火災警報器は、火災発生時に死亡リスクや損失の拡大リスクを大幅に減少させることに

寄与するものです。また、適切な維持管理が行われていなければ、いざという時に正常

に機能しないおそれがあります。 

所管課においては、火災警報器の機能や設置義務、火災発生時における有効性ととも

に、日常の維持管理が生命及び財産を守ることに寄与するものであると市民が理解し、

行動につながるよう、効果的な広報に取り組んでください。  

 

《警防課》 

１ 常備消防車両に係る事故について 

 消防機械器具（消防車両及び消防資機材）は、宝塚市消防機械器具管理規程に基づ
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き管理・運用されています。平成３０年度から令和３年１２月末までの常備消防車両に

係る事故の発生件数は 18 件となっており、その加害・被害・自損別の内訳は次表のと

おりです。 

（常備消防車両事故発生状況）              （単位：件） 

 加害 被害 自損 合計 

平成３０年度 ２ ０ ３ ５ 

平成３１年度 ０ ０ １ １ 

令和２年度 ４ ０ ３ ７ 

令和３年度 ０ １ ４ ５ 

合計 ６ １ １１ １８ 

 ※令和３年度は令和３年１２月末現在 

事故の発生原因及び再発防止策について所管課に確認したところ、「18 件のうち６件

が誘導員や安全管理員の配置不備や誘導時の障害物の見落とし等、いずれも消防車両を

扱う上での基本的な安全対策の不備によるものでした。また、事故が発生した場合はド

ライブレコーダの記録内容を解析し、その結果を基に各所属長あてに事故防止対策と安

全教育の徹底について、適宜通知を行っており、各所属では教養訓練で当該事故の分

析・検証・ヒヤリハット、類似事故をモデルにした学習などを行い再発防止に努めてい

る。」旨の説明を受けました。所管課においても事故防止の取組を実施していることは

一定理解できますが、消防車両に係る事故は市民からの信頼を損ねることにもつながり

ますので、常に市民の財産である消防車両を運行しているという意識をもって、引き続

き安全対策に万全を期してください。 

 

２ 設置後 50 年以上を経過している防火水槽について  

 防火水槽については、宝塚市消防水利施設整備計画（以下「水利施設整備計画」とい

う。）に基づき消防水利の管理・整備が図られています。この中で既存防火水槽につい

ては、「補修工事等を行い、災害時に有効に活用できるよう維持管理に努める。特に設

置後 50 年以上を経過している防火水槽については、道路敷設置が多数を占めており、

水槽の劣化、損傷状況によっては、消防水利としての機能を果たさず、加えて、道路機

能を阻害し、第三者に被害を及ぼす可能性を含んでいる。」との現状認識が示されてい

ます。現在、設置後 50 年以上を経過している防火水槽は 74 基あり、このうち 49 基が

道路敷に設置されています。道路敷に設置されている 49 基のうち設置年度の最も古い

９基については平成２８年度に構造物のサンプルの解析を伴わない調査（以下「２次調
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査」という。）を 270 万円で実施しており、その結果、１基がＡ判定（構造的に不安定

な状態にあり、機能低下も生じている状態）、８基がＢ判定（現状、機能低下は生じて

いないが軽度の変状が見られる状態）となっています。この調査以降、令和３年度まで

調査は実施されておらず、令和３年度に残りの 40 基のうち最も設置年度の古い１基に

ついて構造物のサンプルの解析を含む調査（以下「３次調査」という。）を 418 万円で

実施しています。 

所管課に３次調査を行った理由について確認したところ、「２次調査ではどのような

補修が必要なのか判断することができないことから、今後の対応方針を決めるには３次

調査が必要と判断した。」旨の説明を受けました。１基当たり 418 万円を要する現状の

調査方法では残りの 39 基全てについて順次調査を実施し、個別に対策するには膨大な

費用と時間を要することになり、さらには、この間に道路陥没等により第三者に危害が

及ぶことも考えられます。このことについて所管課に確認したところ、「これまで設置

年度の古い物から順次調査を実施し、その結果を基に補修・撤去等の対応方針を個別に

判断していく計画であったが１基当たりの調査費用の高騰もあり、より現実的な対応策

を検討すべきだと考えている。具体的には水利施設整備計画における防火水槽設置対象

区画１区画（１辺約 250ｍの正方形区画）の中に調査対象の防火水槽以外に有効に機能

する消防水利がある区画については調査を行わず撤去対象とすることとし、残りの調査

対象の防火水槽については、適切な調査等を行っていく。」旨の説明を受けました。令

和４年度から公共施設マネジメントの社会インフラ対象施設として位置づけ、計画的な

維持管理が進められる予定ですが、リスク管理の観点から、調査対象となっている全て

の防火水槽について対策の要否を早急に整理するよう努めてください。  

 

《救急救助課》 

１ 救急業務について 

 本市における救急出動件数は、近年では高齢化の進展とともに増加傾向となっており、

平成２９年、平成３０年は 11,000 件台で推移していたものの令和元年は 12,000 件を超

えました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大により外出控えが進んだこと等

から件数は減少傾向となり、令和２年、令和３年は 11,000 件を下回っています。救急

出動件数については、次表のとおりです。 
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（単位：件）

平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年

救急出動件数 11,390 11,641 12,122 10,772 10,960

※救急業務に係る統計値は暦年表記  

 一方で、１件当たりの平均搬送時間（搬送時間は通報を受けてから病院に収容するま

での時間）について、令和２年までは 35 分程度で推移していましたが、令和３年は 39

分 25秒と前年比で約４分増えています。このことについて所管課に確認したところ、「新

型コロナウイルス感染拡大に伴う病院問い合わせ回数の増加が主な要因として考えら

れるが、他にも新型コロナウイルス感染症の傷病者を搬送する際の感染防御に要する時

間や移送時における遠方の医療機関への搬送の影響が考えられる。」旨の説明を受けま

した。また、これに伴い搬送困難事例（搬送先医療機関への問合せ４回以上、現場滞在

時間 30 分以上）に該当する人数及び割合がいずれも令和３年に大きく増加するととも

に、搬送時に救急救命士及び救急隊が行う気管挿管等の特定行為や応急処置件数も大き

く増加しています。１件当たりの平均搬送時間及び搬送困難事例の人数、割合について

は、次表のとおりです。 

 

 １件当たりの平均搬送時間

平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年

１件当たりの
平均搬送時間

35分10秒 35分42秒 34分45秒 35分39秒 39分25秒

前年との比較 32秒増 57秒減 54秒増 3分46秒増
 

 

搬送困難事例の人数、割合

搬送者数 割合 搬送者数 割合

平成２９年 10,327人 180人 1.7% 980人 9.5%

平成３０年 10,484人 220人 2.1% 1,057人 10.1%

令和元年 11,054人 171人 1.5% 988人 8.9%

令和２年 9,831人 217人 2.2% 933人 9.5%

令和３年 9,910人 384人 3.9% 1,296人 13.1%

問合せ4回以上 現場滞在30分以上
搬送者数

 

このように、コロナ禍において救急業務に係る負担が増大している中にあっても、市

民の生命を守るため、日々懸命に救急業務に取り組んでいることや、指導救命士を中心

に救急救命士を含む救急隊員の生涯教育研修等を行い、救急隊員の育成及び救急活動の

質の向上に努めていることはとても高く評価します。今後とも引き続き市民生活の安

全・安心のため、救急業務に励んでください。 
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２ ２４ｈまちかどＡＥＤステーションに係る賃貸借契約について  

 本市では、応急救護体制の充実強化を図るため、市内の 24 時間営業のコンビニエン

スストア全店 54 店舗にＡＥＤを設置しています。２４ｈまちかどＡＥＤステーション

に係る賃貸借契約の内容については、次表のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでに設置した時期によってＡＥＤ54 台を６つの契約に分割していますが、契約

によって１台当たりの単価に差異があり、最も高い「契約１」と最も安い「契約２」で

は１台当たりの金額で 52,436 円の差となっています。このことから、より経済的な契

約締結に向けた契約方法の検討状況について所管課に確認したところ、「現行６件の契

約は全て契約時期が異なり、契約を集約して減らすには以降の契約更新時に再リース

により現行契約の契約期間を延長し契約始期を合わすことになり、集約するまでに長

期間を要することになる。契約更新における店舗へのＡＥＤ設置・撤去の際には、救

急救助課担当者が立ち会うため、集約時の事務負担が一時的に増加する。」旨の説明を

受けました。しかしながら、ＡＥＤの耐用年数はおおむね７、８年であることから、現

在は５年の契約期間としているものを耐用年数の範囲内で延長するとともに、これによ

って分割している契約を少しでも集約する等の工夫により、全体の契約金額を低減でき

るのではないかと考えます。所管課においては、契約方法を見直すことで現状の契約方

法と比較して経済的かつ効率的となるのかどうかを十分に見極めながら、適正な契約と

なるよう検討してください。 

 

《情報管制課》 

１ 消防救急デジタル無線について 

消防救急デジタル無線システム（以下「無線システム」という。）は、本市では平成

２５年度から整備を行い、消防活動上必要不可欠なものとして運用を行っています。ま

契約先 賃貸借期間
契約金額
（円）

台数(台）
１台当たりの

金額（円）

契約１
綜合警備保障株式会

社阪神支社
R1.8.1～R6.7.31 1,808,817 11 164,438

契約２
綜合警備保障株式会

社阪神支社
R2.2.1～R7.1.31 896,016 8 112,002

契約３
綜合警備保障株式会
社阪神支社

R2.8.1～R7.7.31 1,155,000 10 115,500

契約４
株式会社エム・

イー・サイエンス
R3.8.1～R8.7.31 1,478,400 10 147,840

契約５
綜合警備保障株式会

社阪神支社
H29.8.1～R4.7.31 1,289,956 10 128,996

契約６
株式会社エム・
イー・サイエンス

H30.8.1～R5.7.31 571,764 5 114,353
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た、宝塚市、川西市及び猪名川町（以下「２市１町」という。）で各市域のデジタル無

線通信網を確立していますが、２市１町が共同で構築した高機能消防指令システム（以

下「指令システム」という。）と接続するため、共同で使用する「共用機器」とこれら

以外の「単独部」の無線システムを整備しています。  

令和３年度から稼働する新たな指令システムに共通インターフェースを設置するた

め、無線システムにも同様に共通インターフェースを構築する必要が生じたことから、

日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」という。）と「消防救急デジタル無線システム共通

インターフェース構築委託」を特名随意契約しています。特名随意契約の理由としては、

本市のデジタル無線機器を製造開発したＮＥＣは、構造及び機能について熟知しており、

作業を安全かつ確実に行えるためとなっています。同様に、無線システムネットワーク

機器更新等についても特名随意契約となっており、製造開発を行った事業者がその後の

関連業務について独占する構造となっていると考えられます。  

また、これら無線システムに係る一連の契約関連書類を確認したところ、設計額から

契約額に至るまでほぼ同額となっており、このことについて所管課に確認したところ、

「複雑なシステムであり、また、他の自治体におけるシステム更新の実績も乏しいこと

から独自で設計額を積算することは非常に困難であるためＮＥＣから参考見積を徴取

した。」旨の説明を受けました。無線システムについては、専門性が高いシステムであ

ることから、事業者から参考見積を徴取することはやむを得ないと考えますが、今後、

無線システム機器の老朽化に伴い、更新費用が非常に高額となることも想定されますの

で、更新の際には、可能な限り競争入札等を実施するなど、契約手続きの公平性・競争

性・透明性を担保するとともにコストの低減を図りつつ、品質の向上が図れるよう引き

続き努めてください。 

 


